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（公財）財団法人食の安全・安心財団 平成３１年度事業計画（案）  

 

Ⅰ 事業の基本方針 

１ 活動の基本 

  食の安全・安心は消費者にとって最大の関心事項であり、安全で高品質の

食品を供給することは、食に携わる事業者の責務である。 

  昨年６月、食品衛生法が１５年ぶりに改正した。改正食品衛生法は、HACCP

（食品の製造工程における品質管理システム）に沿った衛生管理の制度化、

広域的な食中毒事案への対策強化、食品リコール情報の報告制度の創設等を

盛り込み、は、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据

え、食の安全確保の強化を図るものとなっている。 

  HACCP制度化に伴い、財団は日本フードサービス協会（以下、JFという）

と連携して多店舗展開している外食事業者向けの手引きを作成、今後その普

及に努めることとする。また、食品安全の監視については、広域な食中毒が

発生した場合は、国と関係自治体が連携・協力する「広域連携協議会」を設

置し、広域的な食中毒等の事案については、国の主導による情報の共有や効

率的な原因究明を行うこととしており、協議会が実質的な機能を発揮するこ

とが期待される。 

  食の安全に関わる消費者への情報は、わかりやすく正確であることが不可

欠であるが、一部週刊誌等において刺激的な見出しで食品添加物等の危険性

を誇張する記事がみられている。また、インターネットによる情報の拡散が

既存のメディアをも上回る環境の中で、信頼できる機関が正しい情報を発信

することが益々重要となってきている。さらに、国内で２６年ぶりとなる「豚

コレラ」の発生や中国における「アフリカ豚コレラ」の感染拡大、大手外食

チェーンにおける食中毒の発生、外食・中食におけるアレルギー情報の提供、

原料原産地情報の提供、対応が求められている。 

食の信頼を確保するためには、食に関する生産者、加工業者、流通業者、外

食業者、消費者等のステークホルダー（利害関係者）をはじめ、行政機関、研

究者、メディアが連携し、関係当事者がすべて「一つのプラットフォーム」の

上に立ち、「食の安全を守る」という目的を共有して、お互いに信頼関係をも

とに協力するフィールドが必要である。 

  公益財団法人食の安全・安心財団（以下、財団）は、このような問題意識

を踏まえて、我が国の食の安全の向上及び食に対する社会の信頼の確保に資

するため、その活動の目的をステークホルダー間の異なる立場・意見の調整

を行うこととし、その活動の中心をリスクコミュニケーションの研究と実施

とする。 
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２ 食の安全・安心に関わる取組 

（１）国際的に通用する食品の安全対策と品質管理の推進 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、ハードとともに、

ソフト面でも様々な準備が進められている。食についても、衛生管理の向上

及び安全リスクの低減を図るため、全ての食品事業者を対象に食品衛生管理

の国際基準に対応した（危害要因分析重要管理点）の考え方に基づいた衛生

管理が求められている。厚生労働省は、広域的な食中毒事案への対策強化等

とともに、HACCPに沿った衛生管理の制度化を目的に食品衛生法の改正（平

成３０年６月１３日公布）を国会で成立した。 

HACCPの制度化に先立ち、厚生労働省は、事業者が HACCPの考え方に基づ

く衛生管理計画を策定するため、業界毎に手引きの作成を求めている。財団

では、昨年度は多店舗展開する外食事業者を対象にした「多店舗展開する外

食事業者のための衛生管理計画書作成の手引き（案）」を作成した。今年度

は、厚生労働省「食品衛生管理に関する技術検討会」での確認終了後、JF

と連携して、手引書の普及を図る。 

   また、国際的イベント等を控え、食品への意図的な危害を防止するフー

ドディフェンス（食品防御）への対応が求められている。フードディフェ

ンスは、セキュリティ、労務管理、食品衛生対策と関連しており、これら

の対策が一体として機能する取組みであることから、これの考え方を取り

入れた対応が事業者の課題となる。 

財団では、国際化の進展に対応した外食等のサービス産業の品質・衛生管

理の向上に向けて、引き続き、ＪＦや関係団体と連携し、関係者と情報を共

有するとともに、具体的な施策に協力・参画する。 

     

（２）食中毒予防   

昨年も、大手外食チェーン店において相次いで食中毒事故が発生した。厚

生労働省が公表している平成３０年の食中毒の事件数は、１３００件を超え、

原因施設が判明しているうちの６３％が飲食店で発生している。 

食中毒は食品事業者にとって最大のリスクであり、食材調達の多様化や流

通の広域化を背景に、想定外の食材に起因した広域での食中毒が発生するな

ど、事業者の努力のみでは対応が難しい事例が見られる。平成２９年の腸管

出血性大腸菌Ｏ１５７、昨年の群馬における同Ｏ１２１による広域の食中毒

事故は、感染源と感染経路の特定に至っていない。 

このような事例については，広域的な食中毒事案への対応強化を目的とし

た「広域連携協議会」が、実質的な機能を発揮することが期待される。 
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食中毒の発生を防ぐことは、食品事業者にとって喫緊の課題であり、JF

と連携した食中毒セミナーの開催等、引き続きタイムリーな情報の提供に務

める。 

  

（３）外食等におけるアレルギー情報の提供に関する自主的取り組み 

食物アレルギー患者とその家族にとって、購入する食品のアレルゲン情報

は極めて重要であり、何よりも正確であることが求められる。 

財団では、事業者の自主的な取組を推進する立場から、ＪＦ、一般社団法

人日本惣菜協会（以下、惣菜協会）と財団で構成し、全国飲食業生活衛生同

業組合連合会（以下、全飲連）の協力で運営する「外食・中食産業等食品表

示適正化推進協議会（以下、協議会）」に、「外食等におけるアレルゲン情報

推進検討会（以下、検討会）」を設置し、外食・惣菜事業者等におけるアレ

ルゲン情報の具体的な提供の方法等について、事業者の自主的な情報提供を

推進するための指針として「外食・中食におけるアレルゲン情報の提供に向

けた手引き（以下「手引き」という。）を作成、一昨年６月に公表した。 

財団はでは、引き続きＪＦの安全安心委員会、惣菜協会等関係団体と連携

して、外食・中食等における自主的なアレルゲン情報提供を推進する。 

   

（４）輸入食品と安全 

米国を除く日本など１１カ国が加盟する「環太平洋パートナーシップ

（TPP11）が昨年 12 月 30 日に発効した。TPP11 は、関税の撤廃・削減、

環境、労働、知的財産等、幅広い内容を扱うことになり、幅広い分野での自

由化が促進されることになる。 

一方、輸入食品の増加が想定されるため、輸入食品の安全性に対する消費

者の関心が高く，特定の国から輸入される食品の安全性、中でも消費者の信

頼を失う事案が相次いで発生した中国産の食品に対して不安を感じる消費

者は少なくない。 

輸入食品は食品衛生法，植物防疫法，家畜伝染病予防法に基づいて検疫，

検査を行っており，平成２９年度は２４３万件の輸入食品に対して 20 万件

（8.8％）の検査を行い，８２１件の違反案件について積み戻し，廃棄等の

処分を行っているが、厚生労働省の輸入食品監視統計によると、検査件数か

らみた中国からの輸入品の違反率は、特に高いという結果にはなっていない。 

財団では、引き続き、客観的データを示して輸入農産物・食品についての

情報の提供に努める。 
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（５）食品廃棄物の削減と食品リサイクルの普及 

2015 年に 2030 年までの国際的目標として国連で採択された「ＳＤＧｓ

(Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」では“食品ロス

の半減”が求められるており、日本でも環境省が平成 30 年 6 月に改訂した

「循環型社会推進基本計画」で家庭系食品ロス半減が明記された。 

このような中、事業系の食品ロス削減については、平成 30 年 10 月に始

まった食品リサイクル法基本方針の定期改正の中で、議論されており、2000

年基準で 2030 年に食品産業全体として半減させることを目標とすることで

調整が進んでいる。食品ロスの削減やリサイクルにより、食品廃棄物を削減

することは極めて重要であり、そのためには、製造、流通、販売、外食にか

かわる食品関係事業者の連携が不可欠である。財団では、引き続き食の安全

に関わる課題として取り組むこととする。 

 

（６）食と放射能 

   財団では、食に対する消費者の信頼を確保するためには、消費者への正

確な情報の発信とともに、食に関わるステークホルダーがお互いに意見を

交換し認識を共有するためのリスクコミュニケーションが不可欠であると

の考えから、東日本大震災直後から「食と放射能」をテーマとした意見交

換会を開催するなど、風評被害払拭に向けた取り組みを行って来た。 

震災から８年を経過し、東京電力福島第一原子力発電所の事故による食品

の放射性物質の汚染に対する消費者の不安は解消されつつあるものの、影響

は今日も続いている。 

農畜水産業の生産活動を通じた福島の復興は、引き続き財団の活動テーマ

として取り組んでいく。 

 

（７）ＢＳＥ問題 

BSE 問題は、今日にみられる食の安全・安心に対する消費者の関心の高

まりの起点であり、財団の活動の原点ともいえるものである。 

財団では、昨年、ＢＳＥ問題、特に全頭検査に関するリスクコミュニケー

ションを中心に経緯を明らかにして検証し、大きな混乱を繰り返さないため

の教訓をくみ取ることを目的に、約１００名の証言を本にまとめた「BSE

問題の真実」を発行した。日本でＢＳＥが発見されてから１８年目になった

が、ＢＳＥ問題については、忘却させてはならない出来事として、引き続き、

財団の重要な課題として取り組んでいく。 
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（８）加工食品・外食の安全にかかわる提供 

最近、一部週刊誌等で、加工食品や外食に使用される食品添加物の危険性

を強調した記事が特集として連載されるなど、消費者の不安を煽る情報が流

布されている。 

国民の食生活は様々な加工食品や外食によって支えられており、栄養やお

いしさはもちろん、利便性、経済性などから、広く消費者に支持され、国民

の豊かな食生活に貢献している。財団は、関係機関と連携し、食品添加物の

安全とその有効性について正しい知識の普及に努めることとする。 

 

（９）ジビエ振興への対応 

ジビエの処理加工施設の自主的な衛生管理等を推進するとともに、より安

全なジビエの提供と消費者のジビエに対する安心の確保を図るため、平成

30年５月に、農林水産省は「国産ジビエ認証制度」を制定した。 

本制度は、ジビエ処理加工施設を認証する制度であり、衛生管理の技術を

有する狩猟者と野生鳥獣肉を取扱う事業者とによる適切な衛生管理により、

他の食肉と同様の品質管理を求めるものである。 

財団としても、「国産ジビエ認証制度」に基づく認証機関の一般社団法人

日本ジビエ振興協会が実施する現地審査等への支援、飲食店におけるジビエ

需要の拡大や一般消費者へのジビエの認知度向上に務める。 

  

３ 適正な食品表示の推進 

（１）新たな食品表示制度への円滑な移行 

消費者が必要とする情報をわかりやすく提供することは、事業者の務め

であり消費者の信頼を得るうえでも重要である。中でも食品表示は、事業

者が商品の情報を消費者に伝える有効な情報伝達手段であり、消費者にと

っては商品を選択するための重要な情報源となっている。 

食品衛生法、JAS 法、健康増進法にかかる食品表示の規程を一元化して、

平成２５年６月に成立した「食品表示法」は、平成２７年４月に施行（加

工食品は 5 年、生鮮食品は 1 年 6 ヶ月の経過措置期間）された。また、原

則として製造所の名称・所在地の記載を必要とする加工食品の製造所固有

記号のルールが、平成２８年４月から適用されている。「食品表示法」は、

東京オリンピック・パラリンピックが開催される平成３２年４月までに、

新法に基づく表示への完全移行を求めているが、この移行期間中に、新た

な表示ルールの変更が行われることとなった。 

消費者庁と農林水産省は、平成２８年１月に「加工食品の原料原産地表

示制度に関する検討会」を設置し、同年１１月に中間報告をとりまとめた。
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中間報告は、全ての加工食品に原料原産地表示を義務付けるとして、現行

のルールにはない可能性表示、おおくくり表示、製造地表示を認めること

とし、消費者委員食品表示部会の了承を得て、一昨年 9 月に表示基準を改

正し、平成３４年４月１日までに完全移行することになった。 

さらに、平成２９年度には、遺伝子組換え食品表示ルールを見直すための

検討会を設置し、現行の表示ルールを継続する一方、「遺伝子組換えでない」

との表示は、遺伝子組換え農産物が検出限界以下でないと認めないとする報

告を取りまとめた。 

財団では、新たな食品表示制度への円滑な移行とともに、表示制度の見直

しについては、情報としての必要性や実効可能性等、様々な議論があったこ

とを踏まえ、新表示ルールの運用が、消費者、事業者双方にとって現実的で

信頼性が確保されるものとなるように、引き続きわかりやすい情報の発信等

に努めていく。 

 

（２）外食・中食における原料原産地表示情報の提供 

外食･中食産業は、国民の豊かな食生活の実現に大きな役割を果たしてお

り、食生活において重要な地位を占めている。また、外食・中食における

正確な原料原産地情報の提供は、外食メニューや惣菜等の中食商品の消費

者の選択に寄与するとともに、生産者、外食・中食事業者にとっても産地

と消費者を繋ぐ有効な手段である。 

外食やインストア加工の惣菜等の中食は、食品表示法の表示対象ではない

が、原料原産地表示の対象が全ての加工食品に拡大されたことに伴い、外

食・中食についても事業者の自主的な取り組みが期待されている。 

財団では、ＪＦ安全･安心委員会、惣菜協会等関係団体と連携して、「外食・

中食における原料原産地情報提供ガイドライン」（外食・中食産業等食品表

示適正化推進協議会）普及に向けた情報提供等、具体的な取り組みを行う。 

 

（３）遺伝子組換え食品等の表示の見直し 

   消費者庁は、平成２９年度に遺伝子組換え食品表示を見直すための検討会

を開催し、表示対象品目の範囲、IP ハンドリング（分別流通）による混入率

５％等については現状のルールを維持するとした一方、「遺伝子組み換えで

ない」との表示については、表示できる要件を現状の遺伝子組換え農産物混

入率 5%以下から、混入率を検出限界値に引き下げること方針を決定した。 

しかし、現状の物流システムでは、米国等から大量に輸入されるとうもろ

こしや大豆について、遺伝子組換えの混入を、流通過程で常に検出限界以下

にコントロールするのは困難であることから、ＩＰハンドリングによる食品
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には新たな表示方法を認めることとされ、今後、不検出の基準値の設定や、

公定検査法の開発が行われることになる。財団としても、引き続き情報発信

に努めたい。 

  また、ゲノム編集技術を利用した食品についても、国内での流通に先立っ

て表示のあり方について検討が行われることになり、その動向を注視すると

ともに科学的視点からの情報の発信に務める。 

 

（４）適正な食品表示の推進 

消費者庁は、ホテル等で相次いだメニュー表示問題を受け、平成２６年３

月にガイドライン「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え

方について」を公表するとともに、コンプライアンス体制の確立、監視指導

体制の強化等を図るために景品表示法を改正、平成２８年４月からは課徴金

制度が導入されている。課徴金は、法律に違反した行為で不当に利益を得た

事業者に対して、経済的な制裁を与えることにより不正行為の再発を抑止す

る効果を期待するものであり、景品表示法はこれに加えて消費者への被害回

復の促進という目的を加えている。 

外食におけるメニュー表示は、消費者目線で現実的な実行ある対応が求め

られており、財団は、平成２６年４月に設置された「ＪＦメニュー表示相談

センター」への協力等、適正な表示の推進に努めるが、近年は、相談の内容

が表示に止まらず、衛生管理や営業に関わる問題等、広範囲にわたっている

ことから、総合的な相談窓口としての機能を充実させていくこととする。 

 

４ 財団の体制強化と公益事業の充実 

（１）賛助会員の拡大 

食の安全の向上と食に対する社会の信頼確保に資するという財団の役割

を果たすためには、食に関わる幅広い関係者の参加と協力が不可欠である。 

このため、財団事業への理解と賛同を広め、賛助会員の加入促進を図るこ

とにより、事業の活性化と財政基盤の強化を図る。併せて、また、賛助会員

への情報提供、相談機能等を充実させる。 

 

  （参考）３０年度末法人賛助会員数１１８社（２９年度末１１９社） 

 

（２）事業活動と執行体制の強化 

財団の公益事業を一層推進させるため、研究調査・出版、リスクコミュニ

ケーションの実施・研究等の事業について、財団業務の執行・事務局体制の

一層の強化を図ることとする。 



10 

 

Ⅱ 平成３１年度事業計画 

1．主な財団事業 

(１) 食の安全・安心に関わるリスクコミュニケーション（意見交換会）及び

その活性化を図る取組の実施 

１)セミナー、シンポジウム形式の意見交換会を開催 

食の安全・安心に係わる諸問題について、消費者、生産者、事業者、メ

ディア、行政等、幅広いステークホルダーを対象に、専門家を交えたリス

クコミュニケーション（意見交換会）を行う。 

 

（参考）平成３０年度に実施した意見交換会のテーマ 

○意見交換会「加工食品の安全と情報」 

～食品添加物の役割と食の安全を考える～ 

（１１月７日、２２０名参加） 

２)マスコミ、消費者等との情報交換会の実施 

マスコミ、消費者団体との継続した関係を構築するために、財団事業の

周知、及び食の安全・安心関係の情報発信を目的とした懇談会を実施す

る。（テーマに応じて日本フードサ－ビス協会と連携） 

 

（参考）平成３０年度に実施した情報交換会のテーマ 

○「知っておきたい食品添加物」（６月２５日） 

 ○「種子法の果たした役割と廃止までの経緯」(７月２３日) 

○「豚コレラとアフリカ豚コレラ～アフリカ豚コレラの感染拡大が続く 

中国と我が国への影響は？～」(１１月７日) 

    

（２）食の安全・安心に関わる情報の収集・提供、調査・研究 

行政、公的機関が公表する食品の安全・安心に関わる情報・資料を常時

収集し、財団 HPから必要な最新情報を直接アクセスできる、ワンストップ

情報収集発信体制をつくる。 

特に、重要な食の安全安心に関わる情報については、一斉メール等によ

り、迅速な情報の提供に努める。 

また、食の安全・安心に関する消費者の懸念・不安の把握のため、意見

交換会等の機会を活用して、消費者の意識・認知についての調査を実施。 

   外食関係データ及び食の安全等に関わる資料を網羅した「外食産業デー

タ集」を発刊する。 

 

２．補助事業 
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  我が国の食の安全の向上及び食に対する社会の信頼の確保に資するとす

る財団の目的を果たすため、財団の活動として相応しい国の補助事業につい

ては、ＪＦ等関係団体とも連携して積極的に企画を提案する。 

 （参考）平成３０年度実績（JF補助事業の委託事業として実施） 

    ・農林水産省「外食産業・中食産業における国産食材利活用促進事業」 

 

３．その他の事業 

(１)セミナー・研修事業等 

１)食品表示やリスクマネジメント等に関するセミナー等の開催 

   ①食品表示リスクマネジメントセミナー 

   ②危機管理担当者情報交換会 

 

  ２)食中毒予防等衛生管理及び環境対策に関するセミナー等の実施 

  ①食中毒予防対策セミナーの開催 

   ②サニタリーマネジメントプロフェッショナル養成講座の開催 

   ③環境対策セミナー 

     ④環境担当者研修会 

 

 ３)経営管理人材育成に関するセミナー等の実施 

   ①教育担当者情報交換会 

     ②情報システムセミナー 

 

 ４)市場動向等に関するセミナー等の実施 

  ①アメリカ研修  

  ②外食産業ビジネスセミナー 

 

(２)外食産業等に関する調査研究及び情報提供事業等 

１)食品産業表示推進支援事業 

 ２)外食産業総合調査研究事業 

３)団体・企業等からの受託事業 

４)安全・安心関係情報提供事業 

（食品の放射性物質に関する情報、食中毒に関する情報、新型インフルエ

ンザ対策等） 

５)研修・技能実習制度の検討 

６)出版事業  

以上 


